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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】防眩性、明室下での黒味が優れるとともにギラ
ツキ防止の機能をバランスよく備え、製造安定性に優れ
る光学積層体、偏光板および表示装置を提供する。
【解決手段】透光性基体２０上に光学機能層１５，１６
が積層されてなる光学積層体であって、該光学機能層の
少なくとも一方の面に凹凸形状が形成されており、該凹
凸形状を有する光学機能層面の算術平均高さ（Ｒａ）が
０．０４０以上０．２００未満であり、該凹凸形状を有
する光学機能層面の傾斜角度分布に占める０．２度以下
の傾斜角度分布の割合が３０％以上９５％以下である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
透光性基体上に光学機能層が積層されてなる光学積層体であって、該光学機能層の少なく
とも一方の面に凹凸形状が形成されており、該凹凸形状を有する光学機能層面の算術平均
高さ（Ｒａ）が０．０４０以上０．２００未満であり、該凹凸形状を有する光学機能層面
の傾斜角度分布に占める０．２度以下の傾斜角度分布の割合が３０％以上９５％以下であ
ることを特徴とする光学積層体。
【請求項２】
前記光学機能層が、放射線硬化型樹脂組成物を主成分とする１層以上の光学機能層からな
る請求項１に記載の光学積層体。
【請求項３】
前記光学機能層が、少なくとも放射線硬化型樹脂組成物と、透光性微粒子を含有している
ことを特徴とする請求項１に記載の光学積層体。
【請求項４】
前記透光性微粒子の平均粒径が０．３～７．０μｍであることを特徴とする請求項３に記
載の光学積層体。
【請求項５】
前記光学機能層の膜厚が前記透光性微粒子の平均粒径よりも大きいことを特徴とする請求
項１に記載の光学積層体。
【請求項６】
請求項１～５のいずれかに記載の光学積層体を構成する透光性基体上に、偏光基体が積層
されてなることを特徴とする偏光板。
【請求項７】
請求項１～５のいずれかに記載の光学積層体を具備してなることを特徴とする表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
  本発明は、光学積層体、偏光板および表示装置に関する。
本発明の光学積層体は、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）やプラズマディスプレイ（ＰＤＰ）
、有機エレクトロルミネッセンス（ＯＬＥＤ）等のディスプレイ表面に設けたり、ディス
プレイの一構成部材として使用したり、ＯＬＥＤを構成する有機ＥＬ層で発生した光を有
機ＥＬ外に取り出す効率を向上させるためにその観察面側に好ましく使用することができ
る。特に防眩性、明室下での黒みや暗室コントラストいった視認性を重視される、例えば
テレビ用途のディスプレイ等に好適に使用できる光学積層体に関する。
【背景技術】
【０００２】
液晶表示装置（ＬＣＤ）やプラズマディスプレイ（ＰＤＰ）等の表示装置は、表示装置表
面に蛍光燈などの室内照明、窓からの太陽光の入射、操作者の影などの写り込みにより、
画像の視認性が妨げられる。そのため、これらのディスプレイ表面には、画像の視認性を
向上させるために、表面反射光を拡散し、外光の正反射を抑え、外部環境の写り込みを防
ぐことができる（防眩性を有する）微細凹凸構造を形成させた光学積層体などの、機能性
フィルムが最表面に設けられている。
【０００３】
これら機能性フィルムは、ポリエチレンテレフタレート（以下、「ＰＥＴ」という。）や
トリアセチルセルロース（以下、「ＴＡＣ」という。）等の透光性基体上に、微細凹凸構
造を形成させた光学機能層を設けたものや、光拡散層上に低屈折率層を積層したものが、
一般に製造販売されており、層構成の組み合わせにより所望の機能を提供する機能性フィ
ルムの開発が進められている。
【０００４】
ディスプレイの最表面に光学積層体を用いた場合には、明るい部屋での使用の際に、光の
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拡散により黒表示の画像が白っぽくなり、コントラストが低下する問題があった。このた
め、防眩性を低減させてでも、高コントラストを達成できる光学積層体が求められている
（高コントラストＡＧ）。光学積層体のコントラストを向上させる方法としては、例えば
、表面の凹凸形状を最適化させることが挙げられる。
光学機能層表面に凹凸形状を形成させる方法としては、上記の透光性基体上に、微粒子を
添加した光学機能層形成用塗料を塗布した後、当該光学機能層形成材料に紫外線を照射し
て光学機能層を形成させるのが一般的である（例えば、特許文献１参照）。
また、光学機能層に含有する微粒子の粒子径と表面凹凸形状（傾斜角）を最適化すること
により、防眩性とコントラストを両立する方法も有る（例えば、特許文献２参照）。
また、複数の樹脂成分を使用することによって微粒子を含有させずに表面凹凸を形成し、
当該樹脂成分の相分離特性を利用し紐状構造を形成させることにより防眩性とコントラス
トを両立する方法も有る（例えば、特許文献３参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－１９６１１７号公報
【特許文献２】特開２００８－１５８５３６号公報
【特許文献３】特開２００８－２２５１９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
特許文献１のように、微粒子を含有する光学機能層を使用する場合、防眩性とギラツキ防
止効果を奏する。しかしながら、光学機能層に含有する微粒子の界面と、該微粒子の形状
に基づいた光学機能層の表面凹凸部分において光の散乱が生じることから、高コントラス
トを達成することが難しい問題があった。
特許文献２のように、微粒子の粒子径および表面凹凸の傾斜角を最適化した場合について
も、コントラストが不十分である問題があった。
特許文献３のように、複数の樹脂成分の相分離を利用し、表面に紐状凸部を形成する方法
については、製造安定性に問題があった。
【０００７】
  そこで、本発明では、防眩性、明室下での黒味が優れるとともにギラツキ防止の機能を
バランスよく備え、製造安定性に優れる光学積層体、偏光板および表示装置を提供するこ
とを目的とする。
また、上記の防眩性、明室下での黒味、ギラツキ防止の機能に加え、さらに高い暗室コン
トラストを達成することができる光学積層体を提供することを従属的な課題とする。
加えて、透光性基体上に光学機能層を１層積層した構成でもこれら機能を達成することで
、経済的に優れた光学積層体を提供することを従属的な課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明では、光学機能層に含まれる透光性有機微粒子を偏在させることによって、表面凹
凸に占める平滑部分、すなわち傾斜角度が低い凹凸成分を従来よりも多く含みながら、適
度な高さの凸部を形成することが可能となり、防眩性、明室化の黒味、ギラツキ防止の全
ての機能が最適化される領域が存在することを見出した。
【０００９】
本発明は下記の技術的構成により上記課題を解決できたものである。
【００１０】
（１）透光性基体上に光学機能層が積層されてなる光学積層体であって、該光学機能層の
少なくとも一方の面に凹凸形状が形成されており、該凹凸形状を有する光学機能層面の算
術平均高さ（Ｒａ）が０．０４０以上０．２００未満であり、該凹凸形状を有する光学機
能層面の傾斜角度分布に占める０．２度以下の傾斜角度分布の割合が３０％以上９５％以
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下であることを特徴とする光学積層体。
（２）前記光学機能層が、放射線硬化型樹脂組成物を主成分とする１層以上の光学機能層
からなる前記（１）に記載の光学積層体。
（３）前記光学機能層が、少なくとも放射線硬化型樹脂組成物と、透光性微粒子を含有し
ていることを特徴とする前記（１）に記載の光学積層体。
（４）前記透光性微粒子の平均粒径が０．３～７．０μｍであることを特徴とする前記（
３）に記載の光学積層体。
（５）前記光学機能層の膜厚が前記透光性微粒子の平均粒径よりも大きいことを特徴とす
る前記（１）に記載の光学積層体。
（６）前記（１）～（５）のいずれかに記載の光学積層体を構成する透光性基体上に、偏
光基体が積層されてなることを特徴とする偏光板。
（７）前記（１）～（５）のいずれかに記載の光学積層体を具備してなることを特徴とす
る表示装置。
【発明の効果】
【００１１】
本発明によれば、防眩性、明室下での黒味が優れるとともにギラツキ防止の機能をバラン
スよく備え、製造安定性に優れる光学積層体、偏光板および表示装置を提供することがで
きる。
また、上記の防眩性、明室下での黒味、ギラツキ防止の機能に加え、さらに高い暗室コン
トラストを達成することができる光学積層体を提供することができる。
加えて、透光性基体上に光学機能層を１層積層した構成でもこれら機能を達成することで
、経済的に優れた光学積層体を提供することができる。
本発明の光学積層体、偏光板および表示装置は、大型テレビ用途に好ましく使用すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】光学機能層の構造を表した模式図であって、（ａ）海島構造の平面図、（ｂ）ラ
ンダム凝集構造の平面図、（ｃ）海島構造の断面側面図、（ｄ）ランダム凝集構造の断面
側面図である。
【図２】実施例５における光学機能層表面の構造をカーボン蒸着した後に撮影したＳＥＭ
写真である。
【図３】実施例５における光学積層体の断面をカーボン蒸着した後に撮影したＳＥＭ写真
である。
【図４】実施例５における光学機能層表面の構造を無機成分（Ｓｉ）にてＥＤＳによるマ
ッピングを行った写真である。
【図５】比較例３における光学機能層表面の構造をカーボン蒸着した後に撮影したＳＥＭ
写真である。
【図６】比較例３における光学機能層表面の構造を無機成分（Ｓｉ）にてＥＤＳによるマ
ッピングを行った写真である。
【図７】比較例５における光学機能層表面の海島構造をカーボン蒸着した後に撮影したＳ
ＥＭ写真である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
以下、本発明を説明する。
本発明の光学積層体は、透光性基体上に光学機能層が積層されてなり、光学機能層の少な
くとも一方の面に、所定の傾斜角が分布するように凹凸形状が形成されていることを特徴
とする。当該凹凸形状は、光学機能層の片面に形成されていてもよいし、両面に形成され
ていてもよい。当該凹凸形状は透光性基体と反対側に形成されること（以下、単に「表面
」あるいは「表面側」という場合がある）が好ましい。
本形態にかかる光学積層体は、光学機能層の少なくとも一方の面に、所定の傾斜角が分布
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した凹凸形状が形成されていることを基本構成とする。
【００１４】
本発明を構成する光学機能層はランダム凝集構造を有することが好ましい。ランダム凝集
構造を有することによって、光学機能層の少なくとも一方の面に、所定の傾斜角が分布し
た凹凸形状が形成しやすくなる。図１は光学機能層の構造を模式的に表した図である。（
ａ）および（ｂ）が光学機能層の表面構造を示した平面図、（ｃ）および（ｄ）が光学積
層体の側断面構造を示した側断面図である。（ａ）及び（ｃ）が従来の海島構造の光学機
能層であり、（ｂ）および（ｄ）がランダム凝集構造を有する光学機能層である。
ランダム凝集構造を有する光学機能層は第一の相と第二の相とを少なくとも有するもので
あればよいので、光学機能層が第三の相や第四の相を有するものであってもよく、光学機
能層を構成する相の数は限定されるものではない。例えば、光学機能層がラメラ構造を有
するものであってもよい。具体的には、図１（ｄ）における光学機能層１６の凹凸上に、
別の相（例えば、第三の相）が形成されているものが挙げられる。
【００１５】
ランダム凝集構造を有する光学機能層は、図１（ｂ）および（ｄ）に示すように樹脂成分
を相対的に多く含有する第一の相１と、当該樹脂成分を相対的に少なく含有する（無機成
分を相対的に多く含有する）第二の相２とを少なくとも有するものである。この第二の相
２はそれぞれ様々な大きさ及び形状にて存在する。光学機能層を構成する第一の相と第二
の相は、三次元的に入り組んで存在する。
また、ランダム凝集構造を有する光学機能層１６には微粒子３が存在する。この微粒子３
の周囲には光学機能層１６を構成する第一の相１がほとんど存在せず、第二の相２が存在
する。すなわち、第二の相２は光学機能層１６を構成する微粒子３の周囲に偏在してなる
。微粒子３の周囲に第二の相２が偏在することは、レーザー顕微鏡、ＳＥＭ（走査電子顕
微鏡）、ＥＤＳ（エネルギー分散型Ｘ線分光器）等を使用することによって確認すること
ができる。
【００１６】
本発明において、「微粒子の周囲に第二の相が偏在する」かは、光学積層体の光学機能層
面から見たＳＥＭ結果を基に判断する。まず、当該ＳＥＭ結果から任意の１０点の微粒子
を選択する。次に、それぞれの微粒子の中心から、当該微粒子長径の１０倍の大きさの同
心円内に存在する第一の相および第二の相のうち、第二の相の占める割合を求める。続い
て、任意の１０点の同心円内における第二の相の占める割合の平均値を算出する。当該平
均値が比較対照と比べて相対的に高くなれば、「微粒子の周囲に第二の相が偏在する」に
該当し、当該平均値が比較対照と比べて相対的に低くなれば、「微粒子の周囲に第二の相
が偏在する」に該当しないこととなる。
比較対照は上記ＳＥＭ結果から求める。比較対照は、第一の相に存在する１０点のある点
を中心に、上記それぞれの微粒子長径の１０倍の大きさの同心円に対応するようにする。
ただし、１０点のある点は、全て当該同心円内に微粒子を含まない箇所に設けることとす
る。このようにして、１０点のある点の同心円内における第二の相の占める割合の平均値
を算出する。
【００１７】
本発明では、光学機能層において第一の相と第二の相が三次元的に互いに入り組んで存在
し、微粒子の周囲に当該第二の相が偏在してなる特異な構造体をランダム凝集構造という
。
従来、図１（ｃ）に示すように、光学機能層１５は透光性基体２０上に、微粒子３０、３
１の形状を利用して表面凹凸を形成させていた。すなわち、微粒子３０、３１上に存在す
る樹脂４０は当該微粒子の形状に基づいて盛り上がり、微粒子３０、３１が存在しない部
分においては樹脂４０が盛り上がらないため、凸部分と凹部分が交互に形成されることか
ら、光学機能層１５の表面凹凸は傾斜が大きいものであった。なお、図１（ａ）、（ｃ）
において、微粒子が複数個集まって存在して表面凹凸を形成する場合も、その表面凹凸は
傾斜が大きいものであった。
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これに対して、ランダム凝集構造を有する光学機能層１６は微粒子３の周囲に第二の相２
が偏在するため、図１（ａ）および（ｃ）に示す従来の光学機能層に比べ、細かい凹凸を
減らすことができ、高い防眩性と明室下での黒味を向上させることができる。これは、ラ
ンダム凝集構造を有する光学機能層が、第一の相上で比較的平らな面を形成することから
、当該第一の相で明室下での黒さを向上させるとともに高い暗室コントラストを達成し、
第二の相に取り込まれた微粒子により凸部分を形成するため、当該第二の相に取り込まれ
た微粒子により防眩作用が奏されることによる。すなわち、光学機能層の少なくとも一方
の面に、所定の傾斜角が分布した凹凸形状が形成しやすくなる。
なお、微粒子の周囲に第二の相が偏在せずに、第一の相および第二の相に微粒子が存在す
る場合、凹凸が光学機能層の様々な箇所に形成される（凹凸数が多くなる）ことから、光
学機能層が白っぽくなり好ましくない。また、微粒子を含有しない光学機能層では、表面
凹凸の数や高さ等の制御が難しいことから、製造が困難となるため好ましくない。
本発明を構成する光学機能層は、主な構造としてランダム凝集構造を有するものであれば
好ましいが、例えば一部に他の構造（例えば、海島構造）が存在していてもよい。
【００１８】
ランダム凝集構造に金蒸着を行った後、電子顕微鏡により観察すると、光学機能層中に含
まれる微粒子が表面凹凸の凸部分を形成していることが分かる。
また、ランダム凝集構造にカーボン蒸着を行った後、電子顕微鏡により観察することによ
り、カーボン蒸着面における元素の分布状況を大まかに確認することができる。これは、
カーボン蒸着面に複数の元素が存在するが、例えば、原子番号の大きいものは白色、原子
番号の小さいものを黒色に表示するなど色分けして、元素の分布を色の濃淡で示すことが
できることによる。
さらにまた、ランダム凝集構造を有する光学機能層に対して、ＥＤＳによるマッピングを
行うことにより、塗膜（光学機能層）表面や塗膜（光学機能層）の断面に存在する元素を
確認することができる。このＥＤＳによるマッピングは、特定の元素（例えば、炭素原子
、酸素原子、ケイ素原子等）が多く分布しているところを色表示することができるもので
ある。
  上記の電子顕微鏡観察およびＥＤＳによるマッピングを用いることにより、ランダム凝
集構造の凹凸構造や特定元素の分布を確認することができる。これによって、例えば、表
面凹凸の凸部分において、ある特定元素が多く分布していること等を確認することができ
る。
【００１９】
図２、図４を用いてもう少し具体的に説明する。図２および図４は後述する実施例１で作
成した光学機能層の表面状態を同一視野にて撮影した図であり、当該光学機能層は樹脂成
分と無機成分から構成されている。
図２は光学機能層表面にカーボン蒸着したＳＥＭ写真である。反射電子検出器において表
示される画像は、光学機能層表面に含有している成分に起因する反射電子を画像として表
している。
反射電子は、原子番号に依存するものであり、例えば原子番号が大きいものが白色、原子
量が小さいものを黒色に表示するなど色分けして表示することができる。図２に示すよう
に、光学機能層中の各元素は表面水平方向に均一に存在するのではなく、原子番号が大き
い元素の含有量が相対的に多い部分と含有量が相対的に少ない部分とからなっている。
図４は、光学機能層表面におけるＥＤＳによる無機成分（Ｓｉ）のマッピング結果を示し
たものであり、含有しているＳｉ成分の量を色の濃淡で示している。図４に示すように、
Ｓｉ成分についても、含有量が相対的に多い部分と含有量が相対的に少ない部分とからな
っている。なお、図４においては具体的に例示するためにシリカ（Ｓｉ）のマッピング結
果を示しているが、他の無機成分元素や樹脂（有機物）成分のマッピング結果を示すこと
も可能である。図４に示すマッピング結果において、検出条件にもよるがシリカ等の無機
成分が０．２質量％の濃度であれば検出することができる。すなわち、第一の相および第
二の相の二つの相からなる光学機能層において、第一の相は９０質量％以上の樹脂成分と
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無機成分とから構成され、第二の相は９９．８質量％未満の樹脂成分と０．２質量％以上
の無機成分とから構成されるものである。第一の相に含まれる樹脂成分は９５質量％以上
であることが好ましく、９９質量％以上であることがさらに好ましい。第二の相に含まれ
る無機成分は１％以上であることが好ましく、５％以上であることがさらに好ましく、１
０％以上であることが特に好ましい。第二の相に含まれる樹脂成分は９９％未満であるこ
とが好ましく、９５％未満であることがさらに好ましく、９０％未満であることが特に好
ましい。光学機能層に含まれる無機成分の量は第一の相に比べて第二の相に多く含まれる
。
樹脂成分の含有量が相対的に多い部分（図２の色が濃い部分）では、樹脂成分以外の成分
の含有量が相対的に少なくっている（第一の相）。
一方、樹脂成分の含有量が相対的に少ない部分（図２の色の薄い部分）では、樹脂成分以
外の成分の含有量が相対的に多くなっている（第二の相）。
すなわち、ランダム凝集構造を有する光学機能層は、第一の相と第二の相が入り組んで存
在するものであって、一方の成分が少なくなると他の成分が多くなるといった相補的な関
係を有するものである。
なお、図２、図４においては、光学機能層の表面水平方向における各成分の含有量を示し
たものであるが、光学機能層の垂直方向（厚さ方向）における各成分の含有量を示した場
合においても、同様に相補的な関係を示す結果が得られる（図３）。
【００２０】
＜ランダム凝集構造を形成する方法＞
  ランダム凝集構造は、微粒子の周囲に無機成分の凝集体が溶剤揮発時の対流に伴ってラ
ンダムに偏在する現象を利用して製造できる。詳しくは、樹脂成分と無機成分と微粒子と
溶媒（第１の溶媒と第２の溶媒）とを含む溶液を透光性基体上に塗布し、溶媒（第１の溶
媒と第２の溶媒）の揮発に伴って対流を発生させる乾燥工程、及び乾燥した塗膜を硬化し
て光学機能層を形成する硬化工程を経て製造できる。より具体的には、通常、前記溶液を
透光性基体にコーティングし、塗布層から溶媒を蒸発させることにより行うことができる
。
  凝集と対流との併用における詳しいメカニズムは解明できていないが、次のように推定
できる。
（１）溶剤揮発時の対流に伴う凝集により、まず、塗布後の塗布層に対流ドメインが発生
する。
（２）次に、それぞれの対流ドメイン内で無機材料の凝集が発生し、凝集体は時間ととも
に巨大化していくが、対流のドメイン壁で凝集の成長は止まる。凝集の発生と時間に伴い
、微粒子を核にして無機成分が凝集してくる。
（３）その結果として、凝集体の大きさが適度に保持され、これらが光学機能層内に点在
することでランダム凝集構造が形成される。
ランダム凝集構造に伴う表面凹凸によれば、従来の海島構造による表面凹凸では困難であ
った防眩性、明室コントラストおよび暗室コントラストの両立を達成することができる。
以下、本発明を構成する層毎に、好ましく使用することができる材料を説明する。
【００２１】
＜透光性基体＞
本形態に係る透光性基体としては、透光性である限り特に限定されず、石英ガラスやソー
ダガラス等のガラスも使用可能であるが、ＰＥＴ、ＴＡＣ、ポリエチレンナフタレート（
ＰＥＮ）、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）、ポリカーボネート（ＰＣ）、ポリイ
ミド（ＰＩ）、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリビニルアルコール
（ＰＶＡ）、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）、シクロオレフィンコポリマー（ＣＯＣ）、含ノ
ルボルネン樹脂、アクリル樹脂、ポリエーテルスルホン、セロファン、芳香族ポリアミド
等の各種樹脂フィルムを好適に使用することができる。なお、ＰＤＰ、ＬＣＤに用いる場
合は、ＰＥＴフィルム、ＴＡＣフィルムおよび含ノルボルネン樹脂フィルムから選ばれる
１種を使用することがより好ましい。
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【００２２】
これら透光性基体の透明性は高いものほど良好であるが、全光線透過率（ＪＩＳ  Ｋ７１
０５）としては８０％以上、より好ましくは９０％以上が良い。また、透光性基体の厚さ
としては、軽量化の観点からは薄い方が好ましいが、その生産性やハンドリング性を考慮
すると、１～７００μｍの範囲のもの、好ましくは２５～２５０μｍを使用することが好
適である。
【００２３】
透光性基体表面に、アルカリ処理、コロナ処理、プラズマ処理、スパッタ処理などのトリ
ートメント処理、界面活性剤、シランカップリング剤などのプライマーコーティング、Ｓ
ｉ蒸着などの薄膜ドライコーティングなどを施すことで、透光性基体と光学機能層との密
着性を向上させ、当該光学機能層の物理的強度、耐薬品性を向上させることができる。ま
た、透光性基体と光学機能層との間に他の層を設ける場合も、上記同様の方法で、各層界
面の密着性を向上させ、当該光学機能層の物理的強度、耐薬品性を向上させることができ
る。
【００２４】
＜光学機能層＞
光学機能層は樹脂成分および無機成分を含有し、当該樹脂成分を硬化させて形成されるも
のである。光学機能層は微粒子（無機微粒子や有機微粒子）を含有する。
【００２５】
（樹脂成分）
光学機能層を構成する樹脂成分としては、硬化後の皮膜として十分な強度を持ち、透明性
のあるものを特に制限なく使用できる。前記樹脂成分としては熱硬化型樹脂、熱可塑型樹
脂、電離放射線硬化型樹脂、二液混合型樹脂などがあげられるが、これらのなかでも、電
子線や紫外線照射による硬化処理にて、簡易な加工操作にて効率よく硬化することができ
る電離放射線硬化型樹脂が好適である。
【００２６】
電離放射線硬化型樹脂としては、アクリロイル基、メタクリロイル基、アクリロイルオキ
シ基、メタクリロイルオキシ基等のラジカル重合性官能基や、エポキシ基、ビニルエーテ
ル基、オキセタン基等のカチオン重合性官能基を有するモノマー、オリゴマー、プレポリ
マー、ポリマーを単独で、または適宜混合した組成物が用いられる。モノマーの例として
は、アクリル酸メチル、メチルメタクリレート、メトキシポリエチレンメタクリレート、
シクロヘキシルメタクリレート、フェノキシエチルメタクリレート、エチレングリコール
ジメタクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート、トリメチロールプロパ
ントリメタクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレート等を挙げることができる
。オリゴマー、プレポリマーとしては、ポリエステルアクリレート、ポリウレタンアクリ
レート、多官能ウレタンアクリレート、エポキシアクリレート、ポリエーテルアクリレー
ト、アルキットアクリレート、メラミンアクリレート、シリコーンアクリレート等のアク
リレート化合物、不飽和ポリエステル、テトラメチレングリコールジグリシジルエーテル
、プロピレングリコールジグリシジルエーテル、ネオペンチルグリコールジグリシジルエ
ーテル、ビスフェノールＡジグリシジルエーテルや各種脂環式エポキシ等のエポキシ系化
合物、３－エチル－３－ヒドロキシメチルオキセタン、１，４－ビス｛［（３－エチル－
３－オキセタニル）メトキシ］メチル｝ベンゼン、ジ［１－エチル（３－オキセタニル）
］メチルエーテル等のオキセタン化合物を挙げることができる。ポリマーとしては、ポリ
アクリレート、ポリウレタンアクリレート、ポリエステルアクリレート等を挙げることが
できる。これらは単独、もしくは複数混合して使用することができる。
これら電離放射線硬化型樹脂の中で、官能基数が３個以上の多官能モノマーは、硬化速度
が上がることや硬化物の硬度が向上させることができる。また、多官能ウレタンアクリレ
ートを使用することにより、硬化物の硬度や柔軟性などを付与することができる。
【００２７】
電離放射線硬化型樹脂として、電離放射線硬化型フッ化アクリレートを使用することがで
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きる。電離放射線硬化型フッ化アクリレートは、他のフッ化アクリレートと比較して電離
放射線硬化型であることにより、分子間での架橋が起きるため耐薬品性に優れ、ケン化処
理後にも十分な防汚性を発現するといった効果が奏される。電離放射線硬化型フッ化アク
リレートとしては、例えば、２－（パーフルオロデシル）エチルメタクリレート、２－（
パーフルオロ－７－メチルオクチル）エチルメタクリレート、３－（パーフルオロ－７－
メチルオクチル）－２－ヒドロキシプロピルメタクリレート、２－（パーフルオロ－９－
メチルデシル）エチルメタクリレート、３－（パーフルオロ－８－メチルデシル）－２－
ヒドロキシプロピルメタクリレート、３－パーフルオロオクチル－２－ヒドロキシルプロ
ピルアクリレート、２－（パーフルオロデシル）エチルアクリレート、２－（パーフルオ
ロ－９－メチルデシル）エチルアクリレート、ペンタデカフルオロオクチル（メタ）アク
リレート、ウナデカフルオロヘキシル（メタ）アクリレート、ノナフルオロペンチル（メ
タ）アクリレート、ヘプタフルオロブチル（メタ）アクリレート、オクタフルオロペンチ
ル（メタ）アクリレート、ペンタフルオロプロピル（メタ）アクリレート、トリフルオロ
（メタ）アクリレート、トリイソフルオロイソプロピル（メタ）アクリレート、トリフル
オロエチル（メタ）アクリレート、下記化合物（ｉ）～（ｘｘｘ）などを用いることがで
きる。尚、下記化合物はいずれもアクリレートの場合を示したものであり、式中のアクリ
ロイル基はいずれもメタクリロイル基に変更可能である。
【００２８】
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【化５】

【００３３】
  これらは、単独若しくは複数種類混合して使用することも可能である。フッ化アクリレ
ートの内、ウレタン結合を持つフッ化アルキル基含有ウレタンアクリレートが、硬化物の
耐磨耗性と伸び及び柔軟性の点より好ましい。また、フッ化アクリレートの中でも、多官
能フッ化アクリレートが好適である。尚、ここでの多官能フッ化アクリレートとは２個以
上（好適には３個以上、より好適には４個以上）の（メタ）アクリロイルオキシ基を有す
るものを意味する。
【００３４】
電離放射線硬化型樹脂は、そのままで電子線照射により硬化可能であるが、紫外線照射に
よる硬化を行う場合は、光重合開始剤の添加が必要である。なお、用いられる放射線とし
ては、紫外線、可視光線、赤外線、電子線のいずれであってもよい。また、これらの放射
線は、偏光であっても無偏光であってもよい。
光重合開始剤としては、アセトフェノン系、ベンゾフェノン系、チオキサントン系、ベン
ゾイン、ベンゾインメチルエーテル等のラジカル重合開始剤、芳香族ジアゾニウム塩、芳
香族スルホニウム塩、芳香族ヨードニウム塩、メタロセン化合物等のカチオン重合開始剤
を単独または適宜組み合わせて使用することができる。
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【００３５】
また、電離放射線硬化型樹脂にレベリング剤、帯電防止剤等の添加剤を含有させることが
できる。レベリング剤は、塗膜表面の張力均一化を図り塗膜形成前に欠陥を直す働きがあ
る。
【００３６】
  レベリング剤としては、シリコーン系レベリング剤、フッ素系レベリング剤、アクリル
系レベリング剤が挙げられる。上記レベリング剤は、単独で用いてもよいし、２種以上を
併用してもよい。上記のレベリング剤の中でも、光学機能層に凹凸構造を形成するという
観点から、シリコーン系レベリング剤、フッ素系レベリング剤が好ましく、特にシリコー
ン系レベリング剤が好ましい。
【００３７】
  前記シリコーン系レベリング剤としては、例えば、ポリエーテル変性シリコーン、ポリ
エステル変性シリコーン、パーフルオロ変性シリコーン、反応性シリコーン、ポリジメチ
ルシロキサン、ポリメチルアルキルシロキサン等があげられる。
かかるシリコーン系レベリング剤としては、日本ユニカー（株）製の「ＳＩＬＷＥＴシリ
ーズ」、「ＳＵＰＥＲＳＩＬＷＥＴシリーズ」、「ＡＢＮＳＩＬＷＥＴシリーズ」、信越
化学社製の「ＫＦシリーズ」、「Ｘ－２２シリーズ」、ビックケミー・ジャパン（株）製
の「ＢＹＫ－３００シリーズ」、共栄社化学（株）製の「グラノールシリーズ」、東レダ
ウコーニング（株）製の「ＳＨシリーズ」、「ＳＴシリーズ」、「ＦＺシリーズ」、チッ
ソ（株）製の「ＦＭシリーズ」、ＧＥ東芝シリコーン（株）製の「ＴＳＦシリーズ」（以
上商品名）等が市販されている。
【００３８】
フッ素系レベリング剤としては、フルオロアルキル基を有する化合物が好ましい。かかる
フルオロアルキル基としては、炭素数１～２０の直鎖あるいは分岐構造、脂環式構造（好
ましくは５員環または６員環）であっても良く、エーテル結合を有していても良い。上記
のフッ素系レベリング剤は、ポリマーであっても、オリゴマーであってもよい。
また、フッ素系レベリング剤としては、疎水基がパーフルオロカーボンチェインをもつレ
ベリング剤が挙げられる。具体的には、フルオロアルキルカルボン酸、Ｎ－パーフルオロ
オクタンスルホニルグルタミン酸ジナトリウム、３－（フルオロアルキルオキシ）－１－
アルキルスルホン酸ナトリウム、３－（ω－フルオロアルカノイル－Ｎ－エチルアミノ）
－１－プロパンスルホン酸ナトリウム、Ｎ－（３－パーフルオロオクタンスルホンアミド
）プロピル－Ｎ，Ｎ－ジメチル－Ｎ－カルボキシメチレンアンモニウムベタイン、パーフ
ルオロアルキルカルボン酸、パーフルオロオクタンスルホン酸ジエタノールアミド、パー
フルオロアルキルスルホン酸塩、Ｎ－プロピル－Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）パーフル
オロオクタンスルホンアミド、パーフルオロアルキルスルホンアミドプロピルトリメチル
アンモニウム塩、パーフルオロアルキル－Ｎ－エチルスルホニルグリシン塩、リン酸ビス
（Ｎ－パーフルオロオクチルスルホニル－Ｎ－エチルアミノエチル）等が挙げられる。  
    
かかるフッ素系レベリング剤としては、例えば、共栄社化学（株）製の「ポリフロー６０
０」、ダイキン化学工業（株）製の「Ｒ－２０２０、Ｍ－２０２０、Ｒ－３８３３、Ｍ－
３８３３」、大日本インキ（株）製の「メガファックＦ－１７１、Ｆ－１７２Ｄ、Ｆ－１
７９Ａ、Ｆ－４７０、Ｆ－４７５、Ｒ－０８、ディフェンサＭＣＦ－３００」（以上商品
名）などが挙げられる。
フッ素系レベリング剤としては、上記化１～化５に示した各材料も使用することができる
。
【００３９】
アクリル系レベリング剤としては、東亜合成化学（株）製の「ＡＲＵＦＯＮ－ＵＰ１００
０シリーズ」、「ＵＨ２０００シリーズ」、「ＵＣ３０００シリーズ」、共栄社化学（株
）製の「ポリフロー７７」（以上商品名）等が市販されている。
【００４０】
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  光学機能層へのレベリング剤の含有量が少なすぎると、塗膜のレベリング効果が得られ
にくくなる。レベリング剤の含有量が多すぎると、無機成分の凝集体ができにくくなる。
【００４１】
  上記の観点から、光学機能層におけるレベリング剤の含有量は、光学機能層の全成分（
有機溶剤を除く）１００質量％に対して、０．０５～３質量％の範囲が好ましく、０．１
～２質量％の範囲がより好ましく、特に０．２～１質量％の範囲が好ましい。
【００４２】
電離放射線硬化型樹脂等の樹脂成分の配合量は、光学機能層を構成する樹脂組成物中の固
形成分の全質量に対して、５０質量％以上含有され、６０質量％以上が好適である。上限
値は特に限定されないが、例えば、９９．８質量％である。５０質量％未満では、十分な
硬度が得られないなどの問題がある。
なお、電離放射線硬化型樹脂等の樹脂成分の固形分には、後述する無機成分と微粒子以外
の全固形分が含まれてなるものであって、電離放射線硬化型樹脂等の樹脂成分の固形分の
みならず、その他の任意成分の固形分も含む。
【００４３】
（無機成分）
本発明で用いられる無機成分としては、光学機能層中に含有され、製膜時に凝集し第二の
相およびランダム凝集構造を形成するものであればよい。無機成分としては、無機ナノ微
粒子を使用することができる。無機ナノ微粒子としては、シリカ、酸化錫、酸化インジウ
ム、酸化アンチモン、アルミナ、チタニア、ジルコニアなどの金属酸化物や金属等や、シ
リカゾル、ジルコニアゾル、チタニアゾル、アルミナゾルなどの金属酸化物ゾル、アエロ
ジル、膨潤性粘土、層状有機粘土などがある。上記の無機ナノ微粒子は一種類を使用して
もよいし、複数種を使用してもよい。
なお、微粒子と無機成分（無機ナノ微粒子）は別個のものであり、粒径によって区別する
ことができる。
【００４４】
これらの無機ナノ微粒子の中でも、安定的にランダム凝集構造を形成できる点より、層状
有機粘土が好ましい。層状有機粘土が安定的にランダム凝集構造を形成できる理由として
は、層状有機粘土が樹脂成分（有機物成分）と相溶性が高く、凝集性をも有しているため
、第一の相と第二の相が入り組んだ構造を形成しやすく、製膜時にランダム凝集構造を形
成しやすくなることが挙げられる。本発明において、層状有機粘土とは、膨潤性粘土の層
間に有機オニウムイオンを導入したものをいう。層状有機粘土は、特定の溶媒に対して分
散性が低く、光学機能層形成用塗料として層状有機粘土および特定の性質を具備した溶媒
を使用すると、当該溶媒の選択により、ランダム凝集構造を形成し表面凹凸を有する光学
機能層を形成する。
【００４５】
膨潤性粘土
膨潤性粘土は、陽イオン交換能を有し、該膨潤性粘土の層間に水を取り込んで膨潤するも
のであればよく、天然物であっても合成物（置換体、誘導体を含む）であってもよい。ま
た、天然物と合成物との混合物であってもよい。
膨潤性粘土としては、例えば、雲母、合成雲母、バーミキュライト、モンモリロナイト、
鉄モンモリロナイト、バイデライト、サポナイト、ヘクトライト、スチーブンサイト、ノ
ントロナイト、マガディアイト、アイラライト、カネマイト、層状チタン酸、スメクタイ
ト、合成スメクタイト等を挙げることができる。これらの膨潤性粘土は、１種を使用して
もよいし、複数を混合して使用してもよい。
【００４６】
有機オニウムイオン
有機オニウムイオンは、膨潤性粘土の陽イオン交換性を利用して有機化することができる
ものであれば制限されない。
オニウムイオンとしては、例えば、ジメチルジステアリルアンモニウム塩やトリメチルス
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テアリルアンモニウム塩などの第４級アンモニウム塩や、ベンジル基やポリオキシエチレ
ン基を有するアンモニウム塩を用いたり、ホスホニウム塩やピリジニウム塩やイミダゾリ
ウム塩からなるイオンを用いることができる。塩としては、例えば、Ｃｌ－、Ｂｒ－、Ｎ
Ｏ３

－、ＯＨ－、ＣＨ３ＣＯＯ－等の陰イオンとの塩を挙げることができる。塩としては
、第４級アンモニウム塩を使用することが好ましい。
有機オニウムイオンの官能基は制限されないが、アルキル基、ベンジル基、ポリオキシプ
ロピレン基またはフェニル基のいずれかを含む材料を使用すると、防眩性を発揮させやす
くなるため好ましい。
【００４７】
アルキル基の好ましい範囲は、炭素数１～３０であり、例えばメチル、エチル、プロピル
、イソプロピル、ブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチル、オクチル、ノニル、デシル、
ウンデシル、ドデシル、トリデシル、テトラデシル、ペンタデシル、オクタデシル等が挙
げられる。
【００４８】
ポリオキシプロピレン基〔（ＣＨ２ＣＨ（ＣＨ３）Ｏ）ｎＨ又は（ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２Ｏ
）ｎＨ〕のｎの好ましい範囲は１～５０であり、さらに好ましくは５～５０であり、その
付加モル数が多いほど、有機溶媒に対する分散性は良くなるが、過剰になり過ぎると、生
成物が粘着性を帯びるようになるので、溶媒に対する分散性に重点をおけばｎの数は、２
０～５０がより好ましい。また、ｎの数が５～２０である場合には、生成物が非粘着性で
粉砕性がすぐれている。また、分散性とハンドリングの点から、第４級アンモニウム全体
のｎの総数は５～５０が好ましい。
【００４９】
該第４級アンモニウム塩の具体的例としては、テトラアルキルアンモニウムクロリド、テ
トラアルキルアンモニウムブロミド、ポリオキシプロピレン・トリアルキルアンモニウム
クロリド、ポリオキシプロピレン・トリアルキルアンモニウムブロミド、ジ（ポリオキシ
プロピレン）・ジアルキルアンモニウムクロリド、ジ（ポリオキシプロピレン）・ジアル
キルアンモニウムブロミド、トリ（ポリオキシプロピレン）・アルキルアンモニウムクロ
リド、トリ（ポリオキシプロピレン）・アルキルアンモニウムブロミド等を挙げることが
できる。
【００５０】
一般式（Ｉ）の第４級アンモニウムイオンにおいて、Ｒ１で好ましいものはメチル基又は
ベンジル基である。Ｒ２で好ましいものは炭素数１～１２のアルキル基であり、特に好ま
しいものは炭素数１～４のアルキル基である。Ｒ３で好ましいものは炭素数１～２５のア
ルキル基である。Ｒ４で好ましいものは炭素数１～２５のアルキル基、（ＣＨ２ＣＨ（Ｃ
Ｈ３）Ｏ）ｎＨ基又は（ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２Ｏ）ｎＨ基である。ｎは５～５０であるもの
が好ましい。
【００５１】
【化６】
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【００５２】
また、無機ナノ微粒子としてアルミナゾルを使用すると、光学機能層の表面硬度が向上し
耐擦傷性も向上するため好ましい。
【００５３】
無機ナノ微粒子は変性されているものであってもよい。無機ナノ微粒子の変性にはシラン
カップリング剤を使用することができる。シランカップリング剤としては、例えばビニル
トリメトキシシラン、３－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、ｐ－スチリルトリ
メトキシシラン、３－メタクリロキシプロピルトリエトキシシラン、γ－メタアクリロイ
ルオキシプロピルトリメトキシシラン、γ－アクリロイルオキシプロピルトリメトキシシ
ラン、γ－メタアクリロイルオキシプロピルトリエトキシシラン、γ－アクリロイルオキ
シプロピルトリエトキシシラン等が用いられる。シランカップリング剤は、樹脂成分を構
成する放射線硬化型樹脂の重合性二重結合と共重合可能な官能基を有していてもよい。
【００５４】
無機ナノ微粒子の平均粒径は、１００ｎｍ以下であることが好ましく、５０ｎｍ以下であ
ることが更に好ましく、最も好ましくは２０ｎｍ以下である。無機ナノ微粒子は凝集性を
有するものであれば、平均粒径の下限は限定されないが、例えば１ｎｍである。無機ナノ
微粒子の平均粒径が１００ｎｍを超える場合には、光学積層体のヘイズ値が高くなる傾向
を示し、白化等の現象が見られやすくなるとともに、コントラストが低下する。
【００５５】
無機成分の配合量は、樹脂組成物中の固形成分の全質量に対して、０．１～１０質量％が
含有され、０．２～５質量％が特に好適である。無機成分の配合量が０.１質量％では十
分な数の表面凹凸が形成されなくなり防眩性が不十分になる問題がある。無機成分の配合
量が１０質量％超では、表面凹凸数が多くなり、視認性が損なわれる問題がある。
【００５６】
（溶媒）
  防眩性を得るための表面凹凸を形成させる溶媒としては、第１の溶媒および第２の溶媒
を含有することが好ましい。
上記の本発明の樹脂組成物に、第１の溶媒および第２の溶媒を加えることによって、本発
明の光学機能層形成用塗料とすることができる。本発明の光学機能層形成用塗料は上記の
第１の溶媒と第２の溶媒を含有してなるため、従来光学機能層の表面凹凸形状を作成する
ために必須と考えられていた微粒子を添加せずとも、光学機能層の表面凹凸形状を作成す
ることができるものである。
【００５７】
第１の溶媒とは、無機成分に実質的に濁りを生じさせずに、透明性を有した状態で分散さ
せることができるものをいう。実質的に濁りを生じないとは、全く濁りが生じないものに
加え、濁りが生じていないと同視しうるものも含むものである。第１の溶媒として具体的
には、無機成分１００質量部に対して、１０００質量部の第１の溶媒を添加して混合した
混合液のヘイズ値が１０％以下のものをいう。第１の溶媒を添加して混合した混合液のヘ
イズ値は８％以下であることが好ましく、６％以下であることがさらに好ましい。なお、
混合液のヘイズ値の下限値は特に限定されないが、例えば、０．１％である。第１の溶媒
としては、例えば、いわゆる極性の小さい溶媒（非極性溶媒）を使用することができる。
【００５８】
第２の溶媒とは、無機成分に濁りを生じさせた状態で分散させることができるものをいう
。第２の溶媒として具体的には、無機成分１００質量部に対して、１０００質量部の第２
の溶媒を添加して混合した混合液のヘイズ値が３０％以上のものをいう。第２の溶媒を添
加して混合した混合液のヘイズ値は４０％以上であることが好ましく、５０％以上である
ことがさらに好ましい。なお、混合液のヘイズ値の上限値は特に限定されないが、例えば
、９９％である。
第２の溶媒としては、例えば、いわゆる極性溶媒を使用することができる。
なお、第１の溶媒および第２の溶媒を決定する際に求めるヘイズ値は、ＪＩＳ  Ｋ７１０
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５に準じて測定した。
【００５９】
無機成分の種類によって使用できる第１の溶媒および第２の溶媒は異なる。第１の溶媒お
よび第２の溶媒として使用できる溶媒としては、メタノール、エタノール、１－プロパノ
ール、２－プロパノール、ブタノール、イソプロピルアルコール（ＩＰＡ）、イソブタノ
ール等のアルコール類；アセトン、メチルエチルケトン（ＭＥＫ）、シクロヘキサノン、
メチルイソブチルケトン（ＭＩＢＫ）等のケトン類；ジアセトンアルコール等のケトンア
ルコール類；ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素類；エチレングリコール
、プロピレングリコール、ヘキシレングリコール等のグリコール類；エチルセルソルブ、
ブチルセルソルブ、エチルカルビトール、ブチルカルビトール、ジエチルセルソルブ、ジ
エチルカルビトール、プロピレングリコールモノメチルエーテル等のグリコールエーテル
類；Ｎ－メチルピロリドン、ジメチルフォルムアミド、乳酸メチル、乳酸エチル、酢酸メ
チル、酢酸エチル、酢酸アミル等のエステル類；ジメチルエーテル、ジエチルエーテル等
のエーテル類、水等を使用することができる。これらの溶媒は一種で第１の溶媒または第
２の溶媒としてもよいし、複数を混合して第１の溶媒または第２の溶媒としてもよい。
【００６０】
ここで、第１の溶媒および第２の溶媒を混合して使用すると、防眩性を得るための表面凹
凸を形成させやすくなるため好ましい。第１の溶媒と第２の溶媒の混合比としては質量比
で、１０：９０～９０：１０の範囲であれば、防眩性を得るための表面凹凸を形成させや
すくなるため好ましい。第１の溶媒と第２の溶媒の混合比としては質量比で、１５：８５
～８５：１５の範囲であることが好ましく、２０：８０～８０：２０の範囲であることが
好ましい。第１の溶媒が１０質量部未満では未分散物による外観欠点が発生する問題があ
る。第１の溶媒が９０質量部超では十分な防眩性を得るための表面凹凸が得られない問題
がある。
【００６１】
また、樹脂組成物と、溶媒（第１の溶媒と第２の溶媒を合わせたもの）の配合量は質量比
で、７０：３０～３０：７０の範囲であればよい。
樹脂組成物が３０質量部未満では、乾燥ムラなどが生じ外観が悪くなるとともに、表面凹
凸数が多くなり視認性が損なわれる問題がある。
樹脂組成物が７０質量部超では、固形分の溶解性（分散性）が損なわれやすくなるため、
製膜できなくなる問題がある。
【００６２】
（微粒子）
  上記樹脂組成物は透光性の微粒子を含有する。当該樹脂組成物に溶剤を加えた光学機能
層形成用塗料を、透光性基体上に塗布した後、当該光学機能層形成用塗料を硬化させて光
学機能層を形成させることができる。樹脂組成物に透光性の微粒子を添加することにより
、当該光学機能層の表面凹凸の形状や数を調整しやすくなる。
【００６３】
透光性の微粒子としては、アクリル樹脂、ポリスチレン樹脂、スチレン－アクリル共重合
体、ポリエチレン樹脂、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂、ポリフッ化ビニリデン、ポリフ
ッ化エチレン系樹脂等よりなる有機系の透光性の樹脂微粒子、シリカ、アルミナ、チタニ
ア、ジルコニア、酸化カルシウム、酸化錫、酸化インジウム、酸化アンチモン等の無機系
の透光性の微粒子を使用することができる。透光性の微粒子の屈折率は、１．４０～１．
７５が好ましく、屈折率が１．４０未満または１．７５より大きい場合は、透光性基体あ
るいは樹脂マトリックスとの屈折率差が大きくなり過ぎ、全光線透過率が低下する。また
、透光性の微粒子と樹脂との屈折率の差は、０．２以下が好ましい。透光性の微粒子の平
均粒径は、０．３～７．０μｍの範囲のものが好ましく、１．０～７．０μｍがより好ま
しく、２．０～６．０μｍがさらに好ましい。
粒径が０．３μｍより小さい場合は防眩性が低下するため、また７．０μｍより大きい場
合は、ギラツキを発生すると共に、表面凹凸の程度が大きくなり過ぎて表面が白っぽくな
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ってしまうため好ましくない。また、上記樹脂中に含まれる透光性の微粒子の割合は特に
限定されないが、樹脂組成物１００質量部に対し、０．１～２０質量部とするのが防眩機
能、ギラツキ等の特性を満足する上で好ましく、光学機能層表面の微細な凹凸形状とヘイ
ズ値をコントロールし易い。ここで、「屈折率」は、ＪＩＳ  Ｋ－７１４２に従った測定
値を指す。また、「平均粒径」は、電子顕微鏡で実測した１００個の粒子の直径の平均値
を指す。
【００６４】
微粒子の配合量は、光学機能層を構成する樹脂組成物中の固形成分の全質量に対して、０
．１質量％以上含有され、１．０質量％以上が好適である。上限値は特に限定されないが
、例えば、５．０質量％である。０．１質量％未満では、十分な防眩性が得られないなど
の問題がある。
【００６５】
帯電防止剤（導電剤）
本発明の光学機能層は、帯電防止剤（導電剤）を含んでいてもよい。導電剤の添加により
、光学積層体の表面における塵埃付着を有効に防止することができる。帯電防止剤（導電
剤）の具体例としては、第４級アンモニウム塩、ピリジニウム塩、第１～第３アミノ基等
のカチオン性基を有する各種のカチオン性化合物、スルホン酸塩基、硫酸エステル塩基、
リン酸エステル塩基、ホスホン酸塩基等のアニオン性基を有するアニオン性化合物、アミ
ノ酸系、アミノ硫酸エステル系等の両性化合物、アミノアルコール系、グリセリン系、ポ
リエチレングリコール系等のノニオン性化合物、スズおよびチタンのアルコキシドのよう
な有機金属化合物およびそれらのアセチルアセトナート塩のような金属キレート化合物等
が挙げられ、さらに上記に列記した化合物を高分子量化した化合物が挙げられる。また、
第３級アミノ基、第４級アンモニウム基、または金属キレート部を有し、かつ、電離放射
線により重合可能なモノマーまたはオリゴマー、或いは官能基を有するカップリング剤の
ような有機金属化合物等の重合性化合物もまた帯電防止剤として使用できる。
【００６６】
また、帯電防止剤としては導電性微粒子が挙げられる。導電性微粒子の具体例としては、
金属酸化物からなるものを挙げることができる。そのような金属酸化物としては、ＺｎＯ
、ＣｅＯ２、Ｓｂ２Ｏ２、ＳｎＯ２、ＩＴＯと略して呼ばれることの多い酸化インジウム
錫、Ｉｎ２Ｏ３、Ａｌ２Ｏ３、アンチモンドープ酸化錫（略称；ＡＴＯ）、アルミニウム
ドープ酸化亜鉛（略称；ＡＺＯ）等を挙げることができる。導電性微粒子とは、１ミクロ
ン以下の、いわゆるサブミクロンの大きさのものを指し、好ましくは、平均粒径が０．１
ｎｍ～０．１μｍのものである。
【００６７】
また、帯電防止剤（導電剤）の別の具体例としては、導電性ポリマーが挙げられる。その
材料としては特に限定されず、例えば、脂肪族共役系のポリアセチレン、ポリアセン、ポ
リアズレン、芳香族共役系のポリフェニレン、複素環式共役系のポリピロール、ポリチオ
フェン、ポリイソチアナフテン、含ヘテロ原子共役系のポリアニリン、ポリチエニレンビ
ニレン、混合型共役系のポリ（フェニレンビニレン）、分子中に複数の共役鎖を持つ共役
系である複鎖型共役系、これらの導電性ポリマーの誘導体、及び、これらの共役高分子鎖
を飽和高分子にグラフトまたはブロック共重した高分子である導電性複合体からなる群よ
り選択される少なくとも一種を挙げることができる。なかでも、ポリチオフェン、ポリア
ニリン、ポリピロール等の有機系帯電防止剤を使用することがより好ましい。上記有機系
帯電防止剤を使用することによって、優れた帯電防止性能を発揮すると同時に、光学積層
体の全光線透過率を高めるとともにヘイズ値を下げることも可能になる。また、導電性向
上や、帯電防止性能向上を目的として、有機スルホン酸や塩化鉄等の陰イオンを、ドーパ
ント（電子供与剤）として添加することもできる。ドーパント添加効果も踏まえ、特にポ
リチオフェンは透明性、帯電防止性が高く、好ましい。上記ポリチオフェンとしては、オ
リゴチオフェンも好適に使用することができる。上記誘導体としては特に限定されず、例
えば、ポリフェニルアセチレン、ポリジアセチレンのアルキル基置換体等を挙げることが
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【００６８】
＜光学積層体＞
上記の構成成分を含む光学機能層形成用塗料を、透光性基体上に塗布した後、熱、あるい
は電離放射線（例えば電子線または紫外線照射）を照射して該光学機能層形成用塗料を硬
化させることにより光学機能層を形成させ、本発明の光学積層体を得ることができる。
光学機能層は透光性基体の片面に形成されていても両面に形成されていてもよい。
【００６９】
また、光学機能層と透光性基体の間、光学機能層の反対面に他の層を有していてもよいし
、光学機能層上に他の層を有していてもよい。ここで他の層としては、例えば、偏光層、
光拡散層、低反射層、防汚層、帯電防止層、紫外線・近赤外線（ＮＩＲ）吸収層、ネオン
カット層、電磁波シールド層などを挙げることができる。
【００７０】
光学機能層の厚さは１．０～１２．０μｍの範囲であることが好ましく、より好ましくは
２．０～１１．０μｍの範囲であり、さらに好ましくは３．０～１０．０μｍの範囲であ
る。光学機能層が１．０μｍより薄い場合は、紫外線硬化型時に酸素阻害による硬化不良
を起こし、光学機能層の耐磨耗性が劣化しやすくなる。光学機能層が１２．０μｍより厚
い場合は、光学機能層の硬化収縮によるカールの発生や、マイクロクラックの発生、透光
性基体との密着性の低下、さらには光透過性の低下が生じてしまう。そして、膜厚の増加
に伴う必要塗料量の増加によるコストアップの原因ともなる。
【００７１】
本発明の光学積層体は、画像鮮明性が５．０～８５．０の範囲（ＪＩＳ  Ｋ７１０５に従
い０．５ｍｍ光学くしを用いて測定した値）が好ましく、２０．０～７５．０がより好ま
しい。画像鮮明性が５．０未満ではコントラストが悪化し、８５．０を超えると防眩性が
悪化するため、ディスプレイ表面に用いる光学積層体に適さなくなる。
【００７２】
  次に、本発明の光学積層体を構成する光学機能層の凹凸形状について詳述する。
当該光学機能層の凹凸形状は、ＡＳＭＥ／１９９５（ＡＳＭＥ：American Society of Me
chanical Engineers、アメリカ機械学会規格）に従って求められる。凹凸形状を有する光
学機能層面において、凹凸形状を測定した測定全長の傾斜角度分布に占める０．２度以下
の傾斜角度分布の割合が、３０％以上９５％以下の範囲内にあることで、防眩性、明室下
の黒味、暗室コントラスト、ギラツキ防止のバランスの取れた光学積層体を得ることがで
きる。
凹凸形状を測定した測定全長の傾斜角度分布に占める０．２度以下の傾斜角度分布の割合
は、３５％以上７５％以下であることが好ましく、３８％以上５８％以下であることがさ
らに好ましい。
【００７３】
  本発明において規定する凹凸形状の傾斜角の分布は、まず、ＡＳＭＥ／１９９５に従っ
て、光学機能層の凹凸形状を測定する。次に、凹凸形状を測定した測定全長において、測
定長さ（Ｘ）０．５μｍ毎の凹凸の高さ（Ｙ）を算出し、局所傾斜（ΔＺｉ）を以下の式
から算出する。
【００７４】
【数１】

  ここで、ΔＺｉは、ある任意の測定位置ｄＸｉにおける局所傾斜をいう。続いて、傾斜
角（θ）を以下の式から算出する。
【００７５】
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【数２】

【００７６】
  上式により傾斜角（θ）を測定全長にわたって求めた後、傾斜角（θ）を０．１°刻み
とした度数分布を作成し、本発明で規定する所定の傾斜角を有するものの割合（％）を求
めた。
【００７７】
また、本発明の光学積層体は、光学機能層の微細な凹凸形状として、算術平均高さＲａが
０．０４０以上０．２００μｍ未満であることが好ましく、０．０４０～０．１５０μｍ
未満であることがさらに好ましく、０．０４０～０．１００μｍ未満であることが特に好
ましい。算術平均高さＲａが０．０４０μｍ未満であると、光学積層体の防眩性が不十分
になる。算術平均高さＲａが０．２００μｍ以上であると、光学積層体の黒味が悪化する
。
【００７８】
平均長さ（ＲＳｍ）が３０～３００μｍの範囲にあり、より好ましくは５０～２５０μｍ
、更に好ましくは１００～２５０μμｍである。３０μｍ未満だと表面散乱が大きくなる
ことで光学積層体の黒味が悪化するデメリットがある。３００μｍ超だと防眩性が悪化す
るデメリットがある。
【００７９】
最大高さ（Ｒｚ）０．３００～１．２００μｍの範囲にあり、より好ましくは０．４００
～１．０００μｍ、更に好ましくは０．５００～０．９００μｍである。０．３００μｍ
未満だと防眩性が悪化するデメリットがある。１．２００μｍ超だと光学積層体の黒味が
悪化するデメリットがある。
【００８０】
＜偏光基体＞
本発明においては、光学機能層とは反対面の透光性基体上に、偏光基体を積層してもよい
。ここで、当該偏光基体は、特定の偏光のみを透過し他の光を吸収する光吸収型の偏光基
体や、特定の偏光のみを透過し他の光を反射する光反射型の偏光基体を使用することが出
来る。光吸収型の偏光基体としては、ポリビニルアルコール、ポリビニレン等を延伸させ
て得られるフィルムが使用可能であり、例えば、２色性素子として沃素または染料を吸着
させたポリビニルアルコールを一軸延伸して得られたポリビニルアルコール（ＰＶＡ）フ
ィルムが挙げられる。光反射型の偏光基体としては、例えば、延伸した際に延伸方向の屈
折率が異なる２種類のポリエステル樹脂（ＰＥＮ及びＰＥＮ共重合体）を、押出成形技術
により数百層交互に積層し延伸した構成の３Ｍ社製「ＤＢＥＦ」や、コレステリック液晶
ポリマー層と１／４波長板とを積層してなり、コレステリック液晶ポリマー層側から入射
した光を互いに逆向きの２つの円偏光に分離し、一方を透過、他方を反射させ、コレステ
リック液晶ポリマー層を透過した円偏光を１／４波長板により直線偏光に変換させる構成
の日東電工社製「ニポックス」やメルク社製「トランスマックス」等が挙げられる。
偏光基体と光学積層体を直接あるいは接着層等を介して積層することにより、偏光板とし
て使用することができる。
【００８１】
＜表示装置＞
本発明の光学積層体は、液晶表示装置（ＬＣＤ）、プラズマディスプレイパネル（ＰＤＰ
）、エレクトロルミネッセンスディスプレイ（ＥＬＤ）や陰極管表示装置（ＣＲＴ）、表
面電界ディスプレイ（ＳＥＤ）のような表示装置に適用することができる。特に好ましく
は液晶表示装置（ＬＣＤ）に用いられる。本発明の光学積層体は透光性基体を有している
ので、透光性基体側を画像表示装置の画像表示面に接着して用いられる。
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【００８２】
本発明の光学積層体を偏光板の表面保護フィルムの片側として用いた場合、ツイステット
ネマチック（ＴＮ）、スーパーツイステットネマチック（ＳＴＮ）、バーティカルアライ
メント（ＶＡ）、インプレインスイッチング（ＩＰＳ）、オプティカリーコンペンセイテ
ットベンドセル（ＯＣＢ）等のモードの透過型、反射型、または半透過型の液晶表示装置
に好ましく用いることができる。
【００８３】
＜光学積層体の製造方法＞
透光性基体上に光学機能層形成用塗料を塗布する手法としては、通常の塗工方式や印刷方
式が適用される。具体的には、エアドクターコーティング、バーコーティング、ブレード
コーティング、ナイフコーティング、リバースコーティング、トランスファロールコーテ
ィング、グラビアロールコーティング、キスコーティング、キャストコーティング、スプ
レーコーティング、スロットオリフィスコーティング、カレンダーコーティング、ダムコ
ーティング、ディップコーティング、ダイコーティング等のコーティングや、グラビア印
刷等の凹版印刷、スクリーン印刷等の孔版印刷等の印刷等が使用できる。
【００８４】
以下、本発明を実施例を用いて説明するが、本発明はこれらに制限されるものではない。
【実施例】
【００８５】
［実施例１］
表１記載の所定の混合物をディスパーにて３０分間攪拌することによって得られた光学機
能層形成用の塗料を、膜厚６０μｍ、全光線透過率９２％からなる透明基体のＴＡＣ（富
士フィルム社製；ＴＤ６０ＵＬ）の片面上にロールコーティング方式にて塗布（ラインス
ピード；２０ｍ/分）し、３０～５０℃で２０秒間予備乾燥を経た後、１００℃で１分間
乾燥し、窒素雰囲気（窒素ガス置換）中で紫外線照射（ランプ；集光型高圧水銀灯、ラン
プ出力；１２０Ｗ/ｃｍ、灯数：４灯、照射距離；２０ｃｍ）を行うことで塗工膜を硬化
させた。このようにして、厚さ４．１μｍの光学機能層を有する実施例１の光学積層体を
得た。
【００８６】
［実施例２］
  光学機能層形成用塗料を表１記載の所定の混合液に変更した以外は、実施例１と同様に
して、厚さ５．５μｍの光学機能層を有する実施例２の光学積層体を得た。ＳＥＭ，ＥＤ
Ｓ結果より、得られた積層体を構成する光学機能層が少なくとも第一の相および第二の相
を有し、ランダム凝集構造を形成していることが確認された。
【００８７】
［実施例３］
  光学機能層形成用塗料を表１記載の所定の混合液に変更した以外は、実施例１と同様に
して、厚さ５．５μｍの光学機能層を有する実施例３の光学積層体を得た。ＳＥＭ，ＥＤ
Ｓ結果より、得られた積層体を構成する光学機能層が少なくとも第一の相および第二の相
を有し、ランダム凝集構造を形成していることが確認された。
【００８８】
［実施例４］
  光学機能層形成用塗料を表１記載の所定の混合液に変更した以外は、実施例１と同様に
して、厚さ５．０μｍの光学機能層を有する実施例４の光学積層体を得た。ＳＥＭ，ＥＤ
Ｓ結果より、得られた積層体を構成する光学機能層が少なくとも第一の相および第二の相
を有し、ランダム凝集構造を形成していることが確認された。
【００８９】
［実施例５］
  光学機能層形成用塗料を表１記載の所定の混合液に変更した以外は、実施例１と同様に
して、厚さ５．９μｍの光学機能層を有する実施例５の光学積層体を得た。ＳＥＭ，ＥＤ
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Ｓ結果より、得られた積層体を構成する光学機能層が少なくとも第一の相および第二の相
を有し、ランダム凝集構造を形成していることが確認された。ここで、得られた光学積層
体の光学機能層面から見たＳＥＭ結果を図２に、光学積層体の断面図のＳＥＭ結果を図３
に、光学積層体の光学機能層面から見たＥＤＳ結果を図４に示した。これらの結果より、
得られた光学積層体を構成する光学機能層が少なくとも第一の相および第二の相を有し、
ランダム凝集構造を形成していることが確認された。
【００９０】
［実施例６］
  光学機能層形成用塗料を表１記載の所定の混合液に変更した以外は、実施例１と同様に
して、厚さ５．４μｍの光学機能層を有する実施例５の光学積層体を得た。ＳＥＭ，ＥＤ
Ｓ結果より、得られた積層体を構成する光学機能層が少なくとも第一の相および第二の相
を有し、ランダム凝集構造を形成していることが確認された。
【００９１】
［比較例１］
光学機能層形成用塗料を表１記載の所定の混合液に変更した以外は、実施例１と同様にし
て、厚さ４．３μｍの光学機能層を有する比較例１の光学積層体を得た。ここで、得られ
た積層体のＳＥＭ，ＥＤＳ結果より、得られた光学積層体を構成する光学機能層が、ラン
ダム凝集構造を形成せず透光性有機微粒子の凝集から成る海島構造を形成していることが
確認された。
【００９２】
［比較例２］
光学機能層形成用塗料を表１記載の所定の混合液に変更した以外は、実施例１と同様にし
て、厚さ５．８μｍの光学機能層を有する比較例２の光学積層体を得た。ここで、得られ
た積層体のＳＥＭ，ＥＤＳ結果より、得られた光学積層体を構成する光学機能層が、ラン
ダム凝集構造を形成せず、第一の相と第二の相が膜面全体に分散した海島構造を形成して
いることが確認された。
【００９３】
［比較例３］
光学機能層形成用塗料を表１記載の所定の混合液に変更した以外は、実施例１と同様にし
て、厚さ６．６μｍの光学機能層を有する比較例３の光学積層体を得た。ここで、得られ
た光学積層体の光学機能層面から見たＳＥＭ結果を図５に、光学積層体の光学機能層面か
ら見たＥＤＳ結果を図６に示した。得られた光学積層体を構成する光学機能層が、第一の
相と第二の相に相分離しているが、光学機能層に微粒子を含有していないためランダム凝
集構造を形成していないことが確認された。
【００９４】
［比較例４］
光学機能層形成用塗料を表１記載の所定の混合液に変更した以外は、実施例１と同様にし
て、厚さ５．５μｍの光学機能層を有する比較例４の光学積層体を得た。ここで、得られ
た光学積層体のＳＥＭ，ＥＤＳ結果より、得られた光学積層体を構成する光学機能層が、
ランダム凝集構造を形成せず、透光性有機微粒子の凝集から成る海島構造を形成している
ことが確認された。
【００９５】
［比較例５］
光学機能層形成用塗料を表１記載の所定の混合液に変更した以外は、実施例１と同様にし
て、厚さ４．８μｍの光学機能層を有する比較例４の光学積層体を得た。ここで、得られ
た光学積層体の光学積層体の光学機能層面からＳＥＭ結果を図７に示した。得られた光学
積層体を構成する光学機能層が、ランダム凝集構造を形成せず、透光性有機微粒子の凝集
から成る海島構造を形成していることが確認された。
【００９６】
［比較例６］
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光学機能層形成用塗料を表１記載の所定の混合液に変更した以外は、実施例１と同様にし
て、厚さ４．０μｍの光学機能層を有する比較例４の光学積層体を得た。ここで、得られ
た光学積層体のＳＥＭ，ＥＤＳ結果より、得られた光学積層体を構成する光学機能層が、
ランダム凝集構造を形成せず、不定形シリカの凝集から成る海島構造を形成していること
が確認された。
【００９７】
上記実施例において使用した材料を表１に、比較例において使用した材料を表２にまとめ
た。
【００９８】
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【００９９】
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【表２】

【０１００】
ＳＥＭ及びＥＤＳについては次の条件で撮影した。 
ＳＥＭ
  実施例、比較例で得られた積層体の塗布層表面の状態、および含有元素の情報を、ＳＥ
Ｍにより観察した。観察は、塗布層表面に金またはカーボン蒸着したのち行った。以下に
、ＳＥＭ観察の条件を示す。
分析装置・・・・・・ＪＳＭ－６４６０ＬＶ（日本電子社製）
前処理装置・・・・・Ｃ（カーボン）コーティング：４５ｎｍ  ＳＣ－７０１Ｃ（サンユ
ー電子社製）
・・・・・・・・・・Ａｕ（金）コーティング：１０ｎｍ  ＳＣ－７０１ＡＴ改（サンユ
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ー電子社製）
ＳＥＭ条件・・・・・加速電圧  ：２０ＫＶまたは１５ＫＶ
                    照射電流  ：０．１５ｎＡ
                    真空度    ：高真空
                    画像検出器：反射電子検出器
                    試料傾斜  ：０度
【０１０１】
ＥＤＳ
  実施例、比較例で得られた積層体の含有元素の情報を、ＥＤＳにより観察した。観察は
、塗布層表面にカーボン蒸着したのち行った。以下に、ＥＤＳ観察の条件を示す。
分析装置・・・・・・ＪＳＭ－６４６０ＬＶ（日本電子社製）
前処理装置・・・・・Ｃ（カーボン）コーティング：４５ｎｍ  ＳＣ－７０１Ｃ（サンユ
ー電子社製）
ＥＤＳ条件・・・・・加速電圧  ：２０ＫＶ
                    照射電流  ：０．１５ｎＡ
                    真空度    ：高真空
                    画像検出器：反射電子検出器
                    ＭＡＰ解像度：１２８×９６ピクセル  
                    画像解像度  ：１０２４×７６８ピクセル
【０１０２】
（評価方法）
次に実施例および比較例の光学積層体について、下記の項目について評価を行った。
【０１０３】
（膜厚）
膜厚は、上記ＳＥＭを用いて、液体窒素中で凍結破断した光学積層体の断面部を観察して
求めた。
【０１０４】
（ヘイズ値）
ヘイズ値（全Ｈｚ）は、ＪＩＳ  Ｋ７１０５に従い、ヘイズメーター（商品名：ＮＤＨ２
０００、日本電色社製）を用いて測定した。
【０１０５】
（表面粗さ）
算術平均高さＲａ、最大高さＲｚおよび平均長さＲＳｍは、ＪＩＳ  Ｂ０６０１－２００
１に従い、表面粗さ測定器（商品名：サーフコーダＳＥ１７００α、小坂研究所社製）を
用いて測定した。
【０１０６】
  傾斜角の分布は、以下の手順に従い算出した。
  まず、ＡＳＭＥ／１９９５に従い、表面粗さ測定器（商品名：サーフコーダＳＥ１７０
０α、小坂研究所社製）を用いて、光学機能層上（透光性基体を具備していない面）に形
成された凹凸形状を測定した。なお、当該測定は、実施例および比較例における各光学積
層体を上記サーフコーダＳＥ１７００αの所定の位置にセットした後、「ＡＳＭＥ９５」
を選択し、さらにパラメータとして「Δａ」を選択することにより測定することができる
。
測定条件は以下の通りである。
    ・測定長さ                    ：４．０ｍｍ
    ・フィルター                  ：ＧＡＵＳＳ
    ・λｃ（粗さカットオフ値）    ：０．８
    ・λｆ（うねりカットオフ値）  ：１０λｃ
    ・縦倍率                      ：２０，０００倍
    ・横倍率                      ：５００倍
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【０１０７】
  次に、凹凸形状を測定した測定全長において、測定長さ（Ｘ）０．５μｍ毎の凹凸の高
さ（Ｙ）を算出し、局所傾斜（ΔＺｉ）を以下の式から算出した。
【０１０８】
【数３】

  ここで、ΔＺｉは、ある任意の測定位置ｄＸｉにおける局所傾斜をいう。
【０１０９】
  続いて、傾斜角（θ）を以下の式から算出した。
【０１１０】
【数４】

  上式により傾斜角（θ）を測定全長にわたって求めた後、傾斜角（θ）を０．１°刻み
とした度数分布を作成し、本発明で規定する所定の傾斜角を有するものの割合を求めた。
【０１１１】
（画像鮮明性）
ＪＩＳ  Ｋ７１０５に従い、写像性測定器（商品名：ＩＣＭ－１ＤＰ、スガ試験機社製）
を用い、測定器を透過モードに設定し、光学くし幅０．５ｍｍにて測定した。
【０１１２】
（防眩性）
防眩性は、定量評価と定性評価の２種類の方法にて数値判定した。両評価の判定値の和が
５点以上のとき◎、４点のとき○、３点以下のとき×とした。
【０１１３】
（防眩性の定量評価）
画像鮮明性の値が５以上～４０未満のとき３点、４０以上～８０未満のとき２点、８０以
上のとき１点とした。
【０１１４】
（防眩性の定性評価）
光学積層体形成面の反対面に、無色透明な粘着剤を介して黒色アクリル板（三菱レイヨン
製アクリライトＬ５０２）に貼り合せ、４００ルクスの環境照度の中、２本の蛍光灯がむ
き出しの状態で平行に配置された蛍光灯を光源として、４５～６０度の角度で光を映りこ
ませて、その反射像を正反射方向から目視により観察し、蛍光灯の映り込みの度合いを判
定した。２本の蛍光灯の反射像が１本に見えるほど像がぼやけるとき３点、２本の蛍光灯
を認識できるが蛍光灯の輪郭がぼやけるとき２点、２本の蛍光灯の輪郭がぼやけずにはっ
きりと見えるとき１点とした。
【０１１５】
（黒味）
明室下の黒味は、定量評価と定性評価の２種類の方法にて数値判定した。両評価の判定値
の和が６点のとき◎、５点のとき○、４点以下のとき×とした。
【０１１６】
（黒味の定量評価）
実施例及び比較例の光学積層体形成面と反対面に、無色透明な粘着層を介して液晶ディス
プレイ（商品名：ＬＣ－３７ＧＸ１Ｗ、シャープ社製）の画面表面に貼り合せ、液晶ディ
スプレイ画面の正面上方６０°の方向から蛍光灯（商品名：ＨＨ４１２５ＧＬ、ナショナ
ル社製）にて液晶ディスプレイ表面の照度が２００ルクスとなるようにした後、液晶ディ
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コン社製）にて測定し、得られた黒表示時の輝度（ｃｄ／ｍ２）と白表示時の輝度（ｃｄ
／ｍ２）を以下の式にて算出し、プレイン偏光板のコントラストを１００％として、以下
の式にて減少率を算出した。減少率が５％未満のとき３点、５％以上～１０％未満のとき
２点、１０％以上のときに１点とした。
  コントラスト＝白表示の輝度／黒表示の輝度
  減少率＝コントラスト（光学積層体）／コントラスト（プレイン偏光板）
本発明において、プレイン偏光板とは、２色性素子として沃素または染料を吸着させたポ
リビニルアルコールを一軸延伸して得られたポリビニルアルコール（ＰＶＡ）フィルムの
両面にＴＡＣフィルムが貼り合わされてなる積層体をいう。
【０１１７】
（黒味の定性評価）
光学積層体形成面の反対面に、無色透明な粘着剤を介して黒色アクリル板（三菱レイヨン
製アクリライトＬ５０２）に貼り合せ、４００ルクスの環境照度の中、２本の蛍光灯がむ
き出しの状態で平行に配置された蛍光灯を光源として、４５～６０度の角度で光を映りこ
ませて、光源の反射像以外の部分の黒味を正反射方向から目視により観察し、実施例１に
示すフィルムと比べて、黒味が優れているとき３点、黒味が同程度のとき２点、黒味が劣
るときに１点とした。
【０１１８】
（暗室コントラスト）
  暗室コントラストは、実施例及び比較例の光学積層体形成面と反対面に、無色透明な粘
着層を介して液晶ディスプレイ（商品名：ＬＣ－３７ＧＸ１Ｗ、シャープ社製）の画面表
面に貼り合せ、暗室条件下で液晶ディスプレイを白表示及び黒表示としたときの輝度を色
彩輝度計（商品名：ＢＭ－５Ａ、トプコン社製）にて測定し、得られた黒表示時の輝度（
ｃｄ／ｍ２）と白表示時の輝度（ｃｄ／ｍ２）を以下の式にて算出し、プレイン偏光板の
コントラストを１００％として、以下の式にて減少率を算出した。減少率が３％未満のと
き◎、３％以上～７％未満のとき○、７％以上のときに×とした。
  コントラスト＝白表示の輝度／黒表示の輝度
  減少率＝コントラスト（光学積層体）／コントラスト（プレイン偏光板）
【０１１９】
（ギラツキ）
ギラツキは、各実施例及び各比較例の光学積層体形成面と反対面に、無色透明な粘着層を
介して解像度が１００ｐｐｉの液晶ディスプレイ（商品名：ＬＬ－Ｔ１６２０－Ｂ、シャ
ープ社製）と解像度が１５０ｐｐｉの液晶ディスプレイ（商品名：ｎｗ８２４０－ＰＭ７
８０、日本ヒューレットパッカード社製）と、解像度が２００ｐｐｉの液晶ディスプレイ
（商品名：ＰＣ－ＣＶ５０ＦＷ、シャープ社製）の画面表面にそれぞれ貼り合わせ、暗室
にて液晶ディスプレイを緑表示とした後、各液晶ＴＶの法線方向から解像度２００ｐｐｉ
のＣＣＤカメラ（ＣＶ－２００Ｃ、キーエンス社製）にて撮影した画像において、輝度バ
ラツキが確認されない時の解像度の値が、１００ｐｐｉのとき×、１５０ｐｐｉのとき○
、２００ｐｐｉのとき◎とした。
【０１２０】
得られた結果を表３に示した。
【０１２１】
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【０１２２】
以上のように、本発明によれば、良好な防眩性、明室下での黒味とギラツキ防止性能に優
れるとともに、高い暗室コントラストを達成することができるとともに、製造安定性に優
れた光学積層体および当該光学積層体の製造方法を提供することができる。また、当該光
学積層体を具備してなる偏光板および表示装置も提供することができる。
【符号の説明】
【０１２３】
１  第一の相
２  第二の相
３　微粒子
１５、１６  光学機能層
２０  透光性基体
３０、３１  微粒子
４０  樹脂
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